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地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴

う関係規則の整備に関する規則案を次のように提出する。 

 

 

平成２７年１月２７日 

 

 

三次市教育委員会教育長 児 玉 一 基  

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の    

施行に伴う関係規則の整備に関する規則（案） 

 

 （三次市教育委員会公告式規則の一部改正） 

第１条 三次市教育委員会公告式規則（平成１６年三次市教育委員会規則第２号）

の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第１４条第２項」を「第１５条第２項」に，「三次市教育委員

会（以下「教育委員会」という。）」を「教育委員会」に改める。 

第２条第２項中「委員長」を「教育長」に改める。 

 （三次市教育委員会会議規則の一部改正） 

第２条 三次市教育委員会会議規則（平成１６年三次市教育委員会規則第３号）

の一部を次のように改正する。 

第１条中「三次市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を「教育

委員会」に改める。 

  第２条及び第３条を削る。 

  第４条中「，委員長」を「，教育長」に改め，同条を第２条とする。 

第５条第２項本文中「，委員長」を「，教育長」に改め，同条を第３条と



する。 

第６条第２項中「委員長に届け出」を「教育長に届け出」に改め，同条第

３項中「，委員長」を「，教育長」に，同条第４項中「委員長」を「教育長」

に改め，同条を第４条とする。 

第７条中「，委員長」を「，教育長」に改め，同条を第５条とする。 

第８条を第６条とする。 

第９条第２項中「，委員長」を「，教育長」に改め，同条を第７条とする。 

第１０条第１項中「，委員長」を「，教育長」に改め，同条を第８条とする。 

第１１条第２項中「委員長」を「教育長」に改め，同条を第９条とする。 

第１２条中「，委員長」を「，教育長」に改め，同条を第１０条とする。 

第１３条中「委員長」を「教育長」に改め，同条を第１１条とする。 

第１４条第１項及び第２項中「委員長」を「教育長」に改め，同条を第１

２条とする。 

第１５条を第１３条とする。 

第１６条第１項中「，委員長」を「，教育長」に改め，同条を第１４条と

する。 

第１７条中「，委員長が事務局職員の中から教育長の推薦する者を指名し

て」を「，教育長が事務局職員の中から指名して」に改め，同条を第１５条

とする。 

 第１８条中「，出席委員」を「，教育長及び出席委員」に改め，同条を第

１６条とする。 

第１９条第２号中「出席委員」を「教育長及び出席委員」に，第９号中「，

委員長」を「，教育長」に改め，同条を第１７条とする。 

第２０条中「，委員長」を「，教育長」に改め，同条を第１８条とする。 

第２１条中「，委員長」を「，教育長」に改め，同条を第１９条とする。 

 （三次市教育委員会傍聴規則の一部改正） 

第３条 三次市教育委員会傍聴規則（平成１６年三次市教育委員会規則第４号）

の一部を次のように改正する。 

  第１条中「三次市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を「教育委

員会」に改める。 



第２条から第４条までの規定中「委員長」を「教育長」に改める。 

  第５条中「委員長」を「教育長」に，「第１６条第１項ただし書」を「第１

４条第１項ただし書」に改める。 

  第６条の見出し中「委員長」を「教育長」に改め，同条中「，委員長」を

「教育長」に改める。 

第７条中「，委員長」を「，教育長」に改める。 

（三次市教育長に対する事務委任規則の一部改正） 

第４条 三次市教育長に対する事務委任規則（平成１６年三次市教育委員会規則

第７号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「三次市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を「教育委

員会」に，「第２６条第１項」を「第２５条第１項」に，「法第２７条の規

定」を「法第２６条の規定」に改める。 

 （三次市教育委員長職務代理者の指定に関する規則等の廃止） 

第５条 次に掲げる規則は，廃止する。 

⑴ 三次市教育委員長職務代理者の指定に関する規則（平成１６年三次市教

育委員会規則第６号） 

⑵ 三次市教育長の職務代理者を定める規則（平成１６年教育委員会規則第

８号） 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この規則は，平成２７年４月１日から施行する。 

（委員長に関する経過措置） 

第２条 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する 

法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６号）附則第２条の規定に

よる改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号。以下この条において「旧法」という。）第１２条第１項の委員長

（以下「委員長」という。）は，第１６条第１項の教育長（以下「旧教育長」

という。）その教育委員会の委員（以下単に「委員」という。）としての任

期に限り，なお従前の例による。 

２ 前項の場合において，旧教育長の委員としての任期が満了する日（当該満了 



する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては，当該欠けた日）において旧法

第１２条第１項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は，

旧法第１２条第２項の規定にかかわらず，その日に満了する。 

 


